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税理士紹介制度の登録更新について 
 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、令和 2 年 10 月に登録していただいた『税理士紹介制度』はまもなく 2 年を経過

いたします。実施要領により税理士紹介制度の登録期間は 2 年間（本年 9 月末まで）とな

っております。つきましては登録・更新を希望される会員は、別紙申込書に必要事項を記

入して、9 月 16 日（金）までにお申し込みください。なお、新規に登録いただいた会員に

つきましては、新型コロナ感染症に十分に配慮してガイダンスを行います（9 月 20 日（火）

実施）ので別紙案内を FAX の上、必ずご参加ください。また、登録期間の途中で登録いた

だいた会員も今回の更新が必要となりますのでご注意ください。 

【 募 集 要 領 】 
 

１． 募集期間と登録期間 
募集期間：令和 4 年 9 月 16 日（金）まで 
登録期間：令和 4 年 10 月～令和 6 年 9 月 
別紙申込書又はメールにて支部事務局までお申し込みください。 

（注１）メールでの申し込みの場合は、特に記載事項の記入漏れにご注意ください。 
（注２）更新の場合は、ガイダンスの要否についてもご記入ください。 

 
２． 応募できない者 

(ア) 支部会費滞納である会員 
(イ) 前年の確定申告無料相談に相当の理由なく協力がなかった会員 
※(イ)については、70 歳以上の方、免除希望者（ご病気等）、希望日集中等の理由に

より、相談員割当対象から外れた会員は除きます。 
※青色申告会からの紹介案件の受任については、青色申告会入会を条件とします。 

 
以 上 



　　税理士紹介制度への登録申込書 　　　　（様式１）

　　　　　　   令和  　　年　　月　　日

以下にご記入ください。イ．ロ．ハ．は該当する箇所に○印を。

氏名 （年齢：　　　　歳） （性別：　男　・女）

事務所所在地 〒 板橋区

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

開業後年数（R4．9月末現在） イ．５年以内 ロ．１０年以内 ハ．１０年超

幹事・班長・副班長の経験 イ．あり ロ．なし

常会・研修会の出席回数 イ．５０％以上 ロ．５０％未満 ハ．年に１回程度

イ．法人 ロ．個人事業等 ハ．資産税

（法人成りを含む）

新規登録・更新の区分 新規

別紙、税理士紹介制度の趣旨、実施要領及び以下をご確認の上、お申し込みください。

新規登録者はガイダンスに必ずご出席ください。

［重要な留意事項］

１．この税理士紹介制度に基づく当事者間の委任・受任の契約内容・条件等につい

　て、税理士会板橋支部は一切関知しません。しかし、趣旨に記したように有償とは

　いえ税務支援の一環であることを充分にご理解頂き、特に報酬に関しては依頼者に

　説明・合意を得た上で決定してください。

２．担当することとなった登録税理士は依頼者より「依頼することとなった事案は私

　（依頼者本人）と（下記）税理士との自主的な契約であり、当該契約及び当該契約に

　基づきその後生じる問題について、東京税理士会板橋支部がなんら法的責任を負うも

　のではないことを確認致します」旨を記載した、依頼者の署名押印のある『確認書』

　及び『受任報告書』を支部事務局に必ず提出していただきます。

３.受任しなかった場合にも、様式5の『受任報告書』にその旨を記載し、支部事務局へ

　報告願います。

希望者は事務局まで、ＦＡＸ（０３－３９６１－９２１７）又はメール（shibu@itazei.jp）にてご応募ください。

  締切日（９月１６日(金）） 　　　　会員氏名（　　　　　　　　　　　　　）

希望する応募内容
（複数選択可）

特に希望する理由
（ある方は記入して下さい）

更新　（ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ　　要　・　否）

mailto:shibu@itazei.jp


税理士紹介制度 
 

【趣 旨】 

税理士紹介制度は、板橋区在住の区民・在所の事業者等からの、当支部に対す

る税理士紹介依頼に対して、その要請に応えるため当支部所属の会員の中から

事前に受任希望者を登録し順次依頼者に紹介することにより、有償による税務

支援の一環と位置づけるものです。 

依頼案件に対する紹介会員の選定に当たっては、極力応募者会員の公平性が

保たれるよう配慮をするとともに、強制入会を前提とする会員に対し、支部への

参加意欲を高めていただくため、支部活動に対する協力の度合いを考慮に入れ

るものとします。また、開業年数の比較的浅い会員を優先とすることなど、会員

自身のビジネスチャンスの拡大にも資するような制度として運用していくもの

とします。 

 この制度は、会員の業務侵害につながると判断されるものは排しますが、より

深度のある相談に対しても支部として対応できる体制を構築することを目指す

ため、年間を通して実施されている無償の各種税務支援と併せて、当支部の税務

支援の両輪を担うものであります。 
 

【実施要領】 

１． 名 称 

 「税理士紹介制度」と称し、登録した会員税理士を「登録税理士」と呼ぶ。 

 

２． 募集時期と登録期間 

 令和 4 年 10 月より開始し、登録期間は 2 年とする。以後２年ごとに募集をする。 

途中での支部入会者には個別に登録希望を確認し対応する。 

 

 



３． 対象となる依頼申込者 

 現在、税理士関与を受けていないことを大前提とし、以下の者を対象とする。 

①  支部に直接電話等で税理士紹介を希望する者 

② 青色申告会の会員で青色申告会より紹介依頼のあった者 

③ その他区内に存する各種団体、税務官公庁署を通して紹介依頼のあった

者 

④ 確定申告無料相談期に有料相談希望のあった者 

 

４． 応募できない者 

① 支部会費滞納である会員 
② 前年の確定申告無料相談に相当の理由なく協力がなかった会員 
※②については、70 歳以上の方、免除希望者（ご病気等）、希望日集中等の理

由により、相談員割当対象から外れた会員は除きます。 

※青色申告会からの紹介案件の受任については、青色申告会入会を条件とし

ます。 

 

５． 登録税理士の留意事項 

個人情報の保護に関する法律等の基本理念に基づき、保有する依頼申込者の

個人情報を適正に取り扱うものとし、併せて税理士法 38 条（秘密を守る義

務）を厳守する。 

 

６． ガイダンス 

新規に登録を申し込まれる会員は、別途ご案内するガイダンス（９月２０日

開催）への出席をお願いします。ガイダンスの受講終了後、登録処理するこ

ととします。 

更新する会員については、希望者のみの出席とします。 

以上 



令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 
税理士紹介制度新規登録会員各位 

東京税理士会板橋支部 
税 務 支 援 対 策 部 

 
税理士紹介制度ガイダンスのご案内 

 
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

税理士紹介制度に新規に申込みをされた会員及び中途に登録されてガイダンス

にご参加されていない会員にご案内申し上げます。 
下記の日程で新型コロナ感染症対策を実施したうえで、ガイダンスを行いま

すのでご参加ください。なお、ご参加の際にはマスクの着用と手指の消毒をお願

いいたします。 
 

記 
 
１． 日時： 令和 4 年 9 月 20 日（火） 15：30～16：30 
  
２． 場所： 板橋区立グリーンホール 601 会議室（板橋区栄町 36-1） 
  
３． ガイダンスの内容 

（１）登録事項の確認 
（２）当制度の趣旨説明 
（３）注意事項の説明 
（４）質疑応答 

以上 
 
 

~~~参加する会員は下記に氏名を記入してこのままＦＡＸしてください~~~ 
      事務局ＦＡＸ（０３－３９６１－９２１７） 
 

会員名(                      ) 


